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介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容の多様化について 

１．総合事業の構成、サービス内容等 

総合事業は、要支援者等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」

（介護保険法に基づく第１号事業）と、全ての第１号被保険者等が対象になる「一般介護

予防事業」から構成され、地域の実情に応じて、多様なサービスの創設が可能となっています。

 上記以外  … 調査中 

… 実施中

②、③、⑤を実施

… 検討中
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２．要介護・要支援者等の状態とサービス体系のイメージ図 

本市の介護保険被保険者の状態に応じた介護予防・重度化防止のサービス体系について、次

のようなイメージで検討を進めています。

… 囲み部分は利用可能なサービスの範囲を示し、想定される必要性についてはグラデーションの色の濃
い部分で示しています。サービス利用については、ケアマネジメントのプロセスの中で最終的に決定し
ていくものです。

地域での支え合い・助け合い
（町内会の助け合い／ファミリーサポートセンター／シルバー人材センターなど）

【　要介護状態　】 【　虚弱な状態　】 【　活動的な状態　】

介護給付
特養・老健・特定施設
訪問介護・通所介護
小規模多機能
グループホーム

福祉用具貸与・購入　等

要介護認定 要支援認定 事業対象者 一般高齢者

元

気

度

介護予防・重度化防止の必要性

要介護状態の改善・

重度化防止
生活機能低下の早期発見・早期対応 生活機能の維持・向上

高

低高

短期集中予防サービス

（訪問型・通所型サービスＣ）

生活支援コーディ

ネーターやリハビリ

テーション専門職に

よる充実支援

生活支援コーディネーターによる充実支援

基準緩和型（通所型サービスＡ）

従前相当（訪問型・通所型サービス）

予防給付

訪問看護

福祉用具貸与・購入

訪問・通所リハビリ 等

おたっしゃ教室

ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメント セルフケア

地域の通いの場

（ふれあい・いきいきサロン／ふれあいデイサービスなど）

検討中


